
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

千円

国　庫 分担金
支出金 負担金

前年度 82,950 0

要求額 83,073 0

決定額 83,073 0

医療的ケア児支援事業費補助金

117,258117,064１ 事 業 費 千円)

財　源

34,308

財 源 内 訳

（各課様式１）

使用料 財　産

子ども・女性部　子育て支援課　保育支援係 

区  分

手数料

予 算 要 求 資 料

令和８年度当初予算 支出科目 款：民生費　項：児童福祉費　目：児童保護費

 ＜財源内訳＞

事 業 名

(前年度予算額：

0

事業費

117,258

寄附金

0

一　般

0 0 0 0

電話番号：058-272-1111(内3537)

E-mail：c11236@pref.gifu.lg.jp

（２）事業内容

0 0 0 0

２ 要 求 内 容

収　入
その他 県　債

117,064

117,064

・医療技術の進歩に伴い、人口呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療
を要する状態にある障害児（医療的ケア児）が増加するとともにその実態が多様化し、医療的ケ
ア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるように
することが重要な課題となっている。
・「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和3年法律第81号）」が令和3年6
月18日に公布され（令和3年9月18日施行）、保育所等の設置者等は、在籍する医療的ケア児に対
し、適切な支援を行う責務が規定された。また、地方公共団体においても、国との連携を図りつ
つ、自主的かつ主体的に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を実施する責務を
有するとされており、保育所等の支援を行う必要がある。

0 0 0

（１）要求の趣旨（現状と課題）

　医療的ケア児が保育所等の利用を希望する場合に、受入れが可能となるよう保育所等の体制整
備や、安定・継続した医療的ケア児への支援体制の構築のためにかかる費用の市町村に対する補
助

　〇障害児受入促進事業
　　・既存の保育所等において、医療的ケア児を受け入れるために必要な改修や設備の整備
　　　（備品の購入等）を行う経費を補助する。
　　・補助基準額　１施設あたり1,029千円
　　＜こども家庭庁保育対策総合支援事業費補助金（保育環境改善等事業　障害児受入促進事
　　業）活用事業＞

0

33,991

33,991

0



（３）県負担・補助率の考え方

（４）類似事業の有無

４

　〇医療的ケア児保育支援事業
　　・認定特定行為業務従事者を配置し医療的ケアに従事させることや、医療的ケアを行う
　　　ために必要な研修受講など医療的ケア児の受入れ体制の整備に係る経費を補助する。
　　・補助基準額
　　　① 看護師等の配置　１施設あたり5,798千円
　　　② 研修の受講支援　１施設あたり　300千円
　　　③ 補助者の配置　　１施設あたり2,533千円
　　　④ 医療的ケア保育支援者の配置　１市町村あたり2,533千円
　　　　（喀痰吸引等研修を受講した保育士が担う場合、130千円を加算）
　　　⑤ ガイドラインの策定　１市町村あたり　577千円
　　　⑥ 検討会の設置　　１市町村あたり　360千円
　　　⑦ 医療的ケア児の備品補助　１施設あたり　100千円
　　　⑧ 災害対策備品整備　１施設あたり　100千円
　　　⑨ 園外活動移動支援加算　１施設あたり　40千円
　　＜こども家庭庁保育対策総合支援事業費補助金（医療的ケア児保育支援事業）活用事業＞

事業内容

（４）事業主体及びその妥当性

決定額の考え方
　

４ 参 考 事 項

（１）各種計画での位置づけ
　岐阜県こども計画　第５章　政策の４つの柱に基づく施策の方向
　１　ライフステージに応じた切れ目のない支援
　　　こどもの誕生前から幼児期　（２）幼児期の教育・保育の充実

　〇障害児受入促進事業
    ・実施県：愛知県、三重県、長野県
　〇医療的ケア児保育支援事業
　　・実施県：愛知県、三重県、静岡県、石川県、富山県、福井県、長野県

　　医療的ケア児の受入体制を継続的に確保する必要があることから、継続的に支援を行う。

117,064

（３）後年度の財政負担

（２）国・他県の状況

合計 117,064

　　国庫補助に基づく県負担分であり、妥当

３ 事業費の積算 内訳

補助金

金額

　〇障害児受入促進事業　　　　　補助率　国1/3、県1/3、市町村1/3
　〇医療的ケア児保育支援事業　　補助率　国2/3、県1/6、市町村1/6　又は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国1/2、県1/4、市町村1/4

　無

事業内容の詳細

医療的ケア児の受入れが可能となるよう保育所等の体制整備の実施及び安
定・継続した医療的支援体制の構築を行う市町村に対する補助



（県単独補助金除く）

□

■

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか

事業開始前 R6年度
(R3) 実績

6 13

○指標を設定することができない場合の理由

令
和
４
年
度

31%

（これまでの取組内容と成果）

　７市町７施設が医療的ケア児に対し、適切な支援を行う体制を整備した。

令
和
５
年
度

　11市町12施設が医療的ケア児に対し、適切な支援を行う体制を整備した。

指標① 目標：42 実績：11 達成率：26％

令
和
６
年
度

　12市町13施設が医療的ケア児に対し、適切な支援を行う体制を整備した。

指標① 目標：42 実績：13 達成率：31％

指標名
R7年度 R8年度 終期目標

①保育所等にお
ける医療的ケア
児支援を実施し
ている市町村数

42 42 42

目標 目標 (R11) 達成率

（目標の達成度を示す指標と実績）

事 業 評 価 調 書

新 規 要 求 事 業　

継 続 要 求 事 業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

　県内保育所等が医療的ケア児に対し、適切な支援を行う体制を整備する。



・事業が直面する課題や改善が必要な事項
　医療的ケア児のケアの内容が多様化しており、それぞれの状態に応じた支援を行う
必要があるが、その対応ができる保育所等は少ない。

組み合わせて実施する理由
や期待する効果 など

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのよ
うに取り組むのか
　医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律により、地方公共団体は国と
の連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に
係る施策を実施する責務を有するため、医療的ケア児の受入ができる保育所等の整備
にかかる補助を継続して行っていく。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）
組み合わせ予定のイベント
又は事業名及び所管課

（事業の評価）

・事業の必要性(社会情勢等を踏まえ、前年度などに比べ判断)
　３：増加している ２：横ばい １：減少している ０：ほとんどない

（次年度の方向性）

・事業の有効性(指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか)
　３：期待以上の成果あり
　２：期待どおりの成果あり
　１：期待どおりの成果が得られていない
　０：ほとんど成果が得られていない

(評価) 　医療的ケア児の受入ができる保育所等が増加しており、成果が得られてい
る。

２

・事業の効率性(事業の実施方法の効率化は図られているか)
　２：上がっている １：横ばい ０：下がっている

(評価) 　提出書類の押印省略等、補助金交付申請等の事務手続きの円滑化に努めて
いる。

１

（今後の課題）

(評価) 　医療技術の進歩に伴い、医療的ケア児が増加しており、医療的ケア児の受
入ができる保育所等の必要性が増加している。

３

２ 事業の評価と課題


